
別紙－３② 
かしわ乳業㈱  作業手順書 承認者 検証者 作成者 

区 分 牛乳の製造 
○○○○ ○○○○ ○○○○ 

作業名 生乳、検査、ろ過、貯乳・冷却 

作業内容 担当者・記録用紙の名称 

１．担当者 

製造課担当者 

 

２．生乳 

生乳の品質は「牛乳製品開発設計書」に従う。 

 

３．検査 

(1)検査場所：ﾐﾙｸﾛｰﾘｰ駐車場 

(2)ﾛｰﾘｰの識別を記録する。（路線番号、運転者、到着時刻） 

(3)試料採取 

①ﾐﾙｸﾛｰﾘｰ上部ﾊｯﾁを開き 30秒攪拌棒で十分攪拌する。 

②乳温を測定する。：基準 10℃以下 

基準を逸脱した場合はｱﾙｺｰﾙ、酸度、ﾌﾞﾘｰﾄﾞ検査結果に異常

なければ受入れる。 

③洗浄されたﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾋﾞｰｶｰでﾊｯﾁより 200ml 程度の試料を採

取し、洗浄されたﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ容器 100ml×２に分注する。 

④分注された試料は 10℃以下の冷蔵庫に保管する。 

(4)検査項目と基準 

①細菌検査(直接固体鏡検法）：400万個/ｍｌ以下 

②酸度（乳酸として）   ：0.18％以下 

③比重（15℃で）     ：1.028～1.034 

④抗生物質（ﾁｬｰﾑ法）   ：陰性 

⑤基準を逸脱した際は返却する。尚、抗生物質の基準を逸脱

した場合は HACCP ﾌﾟﾗﾝに従って処置する。 

⑥結果は記録する。 

 

４．ろ過 

(1)60 ﾒｯｼｭのろ過装置が取り付けられていることを確認し、記

録する。 

(2)原料乳をﾐﾙｸﾛｰﾘｰから生乳ﾀﾝｸに送液する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・担当者：製造課担当者 

記録：原料乳受入記録 

・ﾍﾙﾒｯﾄ、安全ﾍﾞﾙﾄを必ず着用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・担当者：製造課担当者 

記録：原料乳受入記録 

 

 

 

 

 

 

 

・担当者：製造課担当者 

記録：原料乳受入記録 

 

制定年月日 改定年月日 改定理由 確認者 

2012.05.17 

① 
② 
③ 
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かしわ乳業㈱ 作業手順書 承認者 検証者 作成者 

区 分 牛乳の製造 
○○○○ ○○○○ ○○○○ 

作業名 生乳、検査、ろ過、貯乳・冷却、充填 

作業内容 担当者・記録用紙の名称 

５．貯乳･冷却 

(1)貯乳ﾀﾝｸに生乳を送液して、所定の量が送液された後、ﾁﾙﾄﾞ

水をﾀﾝｸｼﾞｬｹｯﾄに流し、10℃以下で保管する。 

(2)受入時間、受入量、温度、ﾁﾙﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞを開けた時間を記録す

る。 

(3)貯乳期限（ﾀﾝｸ内で保管できる期間）は 72時間以内とする。

この期間を逸脱した場合は廃棄又は飼料に転用する。 

 

 

制定年月日 改定年月日 改定理由 確認者 

2012.05.17 

① 
② 
③ 
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かしわ乳業㈱  作業手順書 承認者 検証者 作成者 

区 分 牛乳の製造 
○○○○ ○○○○ ○○○○ 

作業名 均質化、加熱殺菌、冷却、貯乳、充填 

作業内容 担当者・記録用紙の名称 

１．担当者 

製造課担当者 

 

２．均質化 

(1)生乳取出し 

①攪拌装置を起動し、30分攪拌する。 

ア．攪拌開始時間と終了時間、担当者名を記録する。 

イ．攪拌が未実施の場合は、攪拌が完了するまで取出し

は行わないこと。 

②貯乳された生乳を取出す前に以下の確認を行い記録する

こと。 

ア．温度が 10℃以下である。 

イ．攪拌が 30分以上実施されている。 

(2)ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞ-のｼﾘﾝﾀﾞｰﾊﾟｯｷﾝからｵｲﾙ、乳等の漏れ出した形跡

が無い事を確認後潤滑水の供給を開始する。 

(3)水運転時に圧力は第一ｽﾃｰｼﾞ 50ｋｇ、第二ｽﾃｰｼﾞが 100kg

に設定する。 

(4)圧力を上昇させた際に異音が無い事を確認する。 

(5)ﾀﾝｸから生乳の送液を開始する。 

(6)点検結果、圧力、送液時間を記録する。 

 

４．加熱殺菌 

(1)加熱殺菌ﾀﾝｸは予め 80℃10 分以上の殺菌を行われたこと

を確認する。 

(2)生乳を殺菌ﾀﾝｸに注入する場合は跳ね返りや泡の発生は防

止すること。 

(3)貯乳後、ﾀﾝｸｼﾞｬｹｯﾄに熱水を導入して殺菌を開始する。 

管理基準：63℃以上達温後、30 分以上保持 
     殺菌温度到達時間は 20 分以上とする。 
①殺菌温度に到達した時間を記録する。 

 

 

 

 

 

 

・担当者：製造課担当者 

記録：原料乳受入記録 

 

・担当者：製造課担当者 

記録：原料乳受入記録 

 

 

 

 

 
 
 
 
・担当者：製造課担当者 

記録：原料乳受入記録 
 
・担当者：製造担当者 

記録： 

①発酵乳製造日報：器具・装置の洗浄欄 

②発酵乳製造日報：器具・装置の殺菌欄 

 

 

 

・担当者：製造担当者 
記録：原料乳殺菌・貯乳・充填・貯乳・

充填記録 

制定年月日 改定年月日 改定理由 確認者 

2012.05.17 

① 
② 
③ 
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かしわ乳業㈱  作業手順書 承認者 検証者 作成者 

区 分 牛乳の製造 
○○○○ ○○○○ ○○○○ 

作業名 均質化、加熱殺菌、冷却、貯乳、充填 

作業内容 担当者・記録用紙の名称 

②殺菌温度に到達した後、ﾀｲﾏｰを起動する。 
何らかの理由で殺菌温度が 63℃を下回った場合は、

HACCP ﾌﾟﾗﾝに従って処置する。 
③殺菌終了時間と温度を記録する。 

④殺菌終了後はﾀﾝｸのﾊｯﾁの開閉はｽﾀｰﾀｰの添加作業を除い

て禁止する。 

 

５．冷却 

(1)殺菌終了後、冷却装置を用いて 5℃以下まで冷却する。 

冷却開始時間を記録する。 

(2)42℃に達温後はﾀﾝｸｼﾞｬｹｯﾄに温水を導入し、この温度を維

持する。 

 

６．貯乳 

(1)殺菌された乳は 5℃以下を保持する。 

(2)5℃以下で保持し 24時間以内に充填する。 

規定の時間及び時間を逸脱した製品は廃棄又は飼料等に

転用する。 

また、24 時間以内であっても 10℃を超えたものは廃棄又

は飼料等に転用する。 

 

７．充填 

(1)貯乳された乳は 10℃以下で充填する。 

(2)充填時には以下の確認を行い、記録する。 

①充填重量、賞味期限表示 

②風味、外観、性状 

③容器の気密性（シール状況） 

(3)充填に用いる紙容器は、充填開始、中間、終了時に異物の

付着、異臭等の異常が無いことを確認して、ﾛｯﾄ番号ととも

に確認結果を記録する。 

 

 

 

 

・担当者：製造課担当者 

記録：原料乳殺菌・貯乳・充填・貯乳・

充填記録 

 

 

・担当者：製造担当者 
記録：原料乳殺菌・貯乳・充填・貯乳・

充填記録 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・担当者：製造担当者 
記録：原料乳殺菌・貯乳・充填・貯乳・

充填記録 

制定年月日 改定年月日 改定理由 確認者 

2012.05.17 

① 
② 
③ 
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